
 

 

公 共 事 業 事 前 評 価 調 書 （ 案 ） 

事 業 名  
 
元石川小学校第二方面校（仮称）整備事業 
 

場 所 
（所在地） 

 
横浜市青葉区美しが丘西二丁目４８－１ほか 
事業予定地  17,686 ㎡（小学校としては、約 16,000 ㎡を利用予定） 
第一種低層住居専用地域（建ぺい率 40%、容積率 80%） 
 

事業目的 

 
元石川小学校の通学区域、通学距離の適正化及び仮設校舎の解消による児童の教

育環境向上を図るため、青葉区内の学校予定地に小学校を新設します。 
 

事業内容 
  

校舎・体育館等の建設、校庭整備まで 

 

事業スケジ
ュール 

 
基本・実施設計    平成２２年 １月～平成２３年３月 
校舎、校庭等工事施工 平成２３年１０月～平成２５年３月 

開  校     平成２５年 ４月 

 

事 
 

業 
 

概 
 

要 
総事業費 

約２４億円 

（内 訳） 

建物工事費  約２２億円（うち国庫補助 約６億円） 

校地整備費  約 ２億円 

事 業 の 
 

必 要 性 

 

（１） 必要性 

  元石川小学校の通学区域、通学距離の適正化及び仮設校舎の解消による児童の

教育環境向上を図ります。 

 

（２）上位計画における位置付け・根拠法令等 

  学校教育法、学校教育法施行規則、中学校設置基準、横浜市立小中学校の規模

及び配置の適正化並びに通学区域制度の見直しに関する基本方針。 

  

（３）適地性 

当該地は既に学校建設予定地として確保しており、新たに設置される小学校通

学区域のほぼ中間に位置しているため、設置は適当と考えられます。 

  



 

 

事業の効果 

 

（１）教育環境の充実 

元石川小学校の通学区域、通学距離の適正化を図るとともに、仮設校舎の解消

による児童の教育環境向上の実現が可能となります。 

（２）快適な学習環境づくり 

学習の多様化、授業時間の弾力化、場の多様化、学習システムの進展に対応で

きる学校とすることに加え、生活の場としての機能（採光や開放感のある施設配

置等）を整備することにより、快適な学習環境を提供できます。 

（３）周辺環境に配慮した建物 

周辺住宅への威圧感や日影に配慮し、学校周辺を緑化することにより、現在、

広場である空間を周辺住宅と一体感のある場所とすることができます。 

   

環境への配慮

等、特記事項 

 
長期的な視点に立ち、投資コストを抑制しつつ、光熱費、維持管理費、改修コス

ト等、学校施設の維持管理コストの低減を考慮し、長期的な視点から環境負荷の低

減や経済性を考慮した施設計画とします。 

 

地域の状況等 

 

通学区域、学校名及び通学安全に関して、自治会、町内会、ＰＴＡ、関係学校長

で組織する「元石川小学校第二方面校開校準備委員会」において、検討を行ってい

ます。 

 

事業手法 
 

公共発注方式 

 

そ の 他 
 

特になし 

 

添付資料 
 
元石川小学校第二方面校（仮称）通学区域図（案） 
 

担当部署 
  
教育委員会事務局総務部施設管理課 高橋、安島（℡ 671-3256～3258） 

 
 


